
福
岡
藩
に
お
け
る
牛
馬
売
買
の
法
的
規
制
と
牛
馬
の
押
取
り

は

じ

め

に

牛
馬
は
農
耕
用
、
運
輸
用
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
も
っ

て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
社
会
経
済
史
の
課
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
は
比
較
的
に
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
飢
饉
に

お
け
る
人
口
の
減
少
に
つ
い
て
は
当
然
関
心
が
高
い
が
、
牛
馬
の
被

害
状
況
、
そ
の
影
響
な
ど
は
あ
ま
り
詳
し
く
は
調
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
近
世
後
期
に
福
岡
藩
の
遠
賀

。
鞍
手
の
郡
奉
行
が
牛
馬

の
流
行
病
に
際
し
て

「近
年
牛
馬
代
殊

二
局
価
二
相
成
、　
一
牛
馬
を

須
失
い
て
も
跡
買
入
方
別
て
難
渋
二
差
及
い
折
柄
、
前
文
之
通
数
多

之
牛
馬
須
失
い
て
は
自
ら
致
角
作
、
果
者

一
村
之
衰
微
二
も
相
至
、

（１
）

甚
以
歎
敷
次
第
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
牛
馬
の
補
充
が
で
き
な
い
時

秀
　
村
　
ｗ送
　
〓
一

の
窮
状
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
村
方
文
書
の
中
で
も
農

民
の
多
額
の
借
銀
の
主
た
る
原
因
の

一
つ
は
牛
馬
代
の
た
め
で
あ

っ

（２
）

た
。
し
か
も
牛
馬
の
売
買
は
農
民
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
と
か
く
馬
苦
労

（博
労

・
伯
楽
）
の
不
実
、
不
正

の
た
め
に
問
題
が
起
り
農
民
が
困
惑
し
て
い
た
こ
と
は
屋
指
摘
さ
れ

（３
）

て
い
る
。　
一
例
と
し
て
筑
前
の
史
料
を
窺
う
こ
と
と
す
る
。
（文
中

の
半
算

（破
産
）
は
牛
馬
売
買
の
周
旋
の
意
、
半
算
人

（破
産
人
）
は
馬

苦
労
の
う
ち
藩
が
人
柄
を
見
て
指
定
し
た
周
旋
人
で
あ
る
。
後
述
）。

宗
像
郡
田
野
村
百
姓
作
平

。
与
次
平
、
上

居
）

村
吉
六
御
詮

議
二
付
乍
恐
御
願
申
上
ル
ロ
上
之
覚

一
鞍
手
郡
倉
久
村
善
三
と
申
者
、
私
共
牛
馬
去
申
ノ
五
月
よ
り
旧

六
月
一一か
け
左
之
通
上
八
村
忠
蔵
半
算
に
て
売
渡
し
申
い
、
右



代
銭
払
方
無
之
二
付
段
々
催
促
仕
い
処
、
七
月
下
旬
二
か
け
相

払
可
申
由
申
い
得
共
、
其
後
払
出
不
申
い
間
、
又
々
八
月
六
日

馬
主
作
平

・
破
産
人
忠
蔵
同
道
二
て
罷
越
い
処
、
善
三
儀
宿

ニ

居
不
申
い
間
、
隣
家
問
合
申
い
処
、
同
人
儀
五
六
日
以
前
出
奔

仕
い
由
申
い
故
罷
帰
り
、
其
段
村
役
人
衆
江
申
達
、
御
状
願
受

直

二
四
郎
丸
村
庄
屋
惣
五
郎
殿
方
江
罷
越
、
右
之
段
申
上
い

処
、
右
善
三
と
申
者
当
村
之
者
二
紛
無
御
座
い
得
共
、
本
人
出

奔
仕
い
て
ハ
相
分
り
不
申
い
間
、
同
人

一
族
と
も
井
村
方
る
も

尋
出
さ
せ
罷
帰
り
次
第
払
方
可
被
仰
付
由
被
仰
聞
い
得
共
、　
一

円
博
取
り
不
申
、
私
共
難
渋
仕
居
申
上
い
、
右
二
付
、
去
十
二

月
廿
日
る
上
八
村
忠
蔵
悴
太
七

・
平
七
兄
弟
尋
ｉ
退
申
い
得
共

相
し
れ
不
申
、
罷
帰
り
い
て
又
々
同
月
廿
六
日
る
右
兄
弟
之
者

方
々
相
尋
い
得
共
行
方
相
知
レ
不
申
故
、
年
越
二
宿
二
も
帰
り

不
申
、
当
正
月
二
日
同
郡
八
尋
村
二
て
と
風
善
三
見
当
い
を
召

連
…
…
四
郎
丸
村
庄
屋
惣
五
郎
殿

へ
手
渡
仕
置
、
同
月
廿
日
比

二
か
け
罷
出
可
申
い
間
差
引
可
被
下
段
申
置
罷
帰
り
、
同
月
廿

日
四
郎
丸
村
庄
屋
惣
五
郎
殿
方

へ
参
い
処
…
…
二
月
二
日
…
…

惣
五
郎
殿
わ
被
仰
聞
い
者
、
善
三
不
埒
之
次
第
御
役
所
江
此
節

及
言
上
二
い
間
、
何
れ
と
も
被
仰
付
次
第
相
片
付
可
申
旨
仰
被

聞
置
い
儀
二
御
座
い
、
然
ル
ニ
右
善
三
御
詮
儀
被
仰
付
い
処
、

何
分
払
方
の
段
相
立
不
申
、
同
人
儀
ヲ
忠
蔵
手
元

へ
無
給
二
て

召
仕
い
儀
共

ハ
如
何
可
有
御
座
哉
い
之
段
被
為
仰
付
い
へ
共
、

忠
蔵
儀
も
急
々
仕
法
有
御
座
間
敷
、
左
様
有
之
二
て
ハ
弥
私
共

難
渋
仕
い
儀
二
御
座
い
条
、
何
卒
現
銭
相
払
い
様
被
仰
付
可
被

下
い
、
尤
も
現
銭
調
達
不
仕
い
ハ
ヽ
最
前
売
渡
シ
召
置
い
牛
馬

差
返
い
か
、
何
れ
共
宜
敷
様
被
仰
付
被
為
下
い

（下
略
）

と
訴
え
、
馬

（代
銭
三
百
四
拾
六
匁
　
馬
主
　
田
野
村
与
次
平
Ｙ

牛

（代
銭
百
五
拾
五
匁
　
牛
主
　
上
八
村
吉
六
Ｙ

馬

（代
銭
三
百
廿
八
匁

馬
主
　
田
野
村
作
平
）
と
牛
馬
代
銭
を
書
き
上
げ

て
、
享
和
元
年

２

八
〇

一
）
四
月
に
郡
奉
行
嶋
井
仁
右
衛
門
様
御
役
所
宛
に
善
三

が
現
金
で
牛
馬
代
を
払
う
か
、
さ
も
な
く
ば
牛
馬
を
返
す
よ
う
願
っ

た
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
効
果
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

小
論
で
は
福
岡
藩
領
に
お
け
る
牛
馬
の
売
買
に
つ
い
て
、
藩
の
法

的
規
制
を
年
代
順
に
考
察
し
、
さ
ら
に
他
領
、
他
地
域
と
の
牛
馬
売

買
の
紛
争
、
と
く
に
牛
馬
押
取
り
の
事
例
を
窺

っ
て
み
た
い
と
思

”つノ。

一
　

牛
馬
売
買
に
関
す
る
福
岡
藩
の
法
的
規
制

１
　
明
和
六
年

（
一
七
工〈
九
）
九
月
二
十
八
日

「定
」

福
岡
藩
で
は
延
享
元
年

（
一
七
四
四
）
正
月
朔
日
の

「牛
馬
仕
組



定
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
に
死
牛
馬
、
怪
我
牛
馬
、
病
牛
馬
の
仕

替
銀
の
拝
借
、
年
賦
上
納
等
の
規
定
で
、
牛
馬
売
買
に
関
す
る
も
の

で
は
な
い
。

牛
馬
売
買
に
つ
い
て
よ
く
知
り
得
る
の
は

「御
法
令
」
の
中
に
見

え
る

「牛
馬
肝
煎
作
法
之
事
」
で
、
明
和
六
年
九
月
廿
八
日
御
書
出

の

「定
」
で
、
後
年
ま
で
基
本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と

「在
郷
馬
苦
労
之
業
不
法
之
儀
有
之
二
付
」
、
寛

延
四
年
に
馬
苦
労
を
取
り
締
ま
っ
た
が
、
（こ
の
史
料
は
筆
者
未
見
）

か
え

っ
て
筋
悪
し
き
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
人
柄
を
詮
議
し
て
、
他
国

売
買
の
牛
馬
肝
煎
役
を
申
し
付
け
た
と
あ
り
、
奉
行
中
が

「作
法
」

を
立
て

「定
」
を
き
め
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

（１
）他
国
と
の
牛
馬
売
買
に
は
肝
煎
役
を
立
て
、
郡
の
大
小
に
よ
り

人
数
を
き
め
て
受
け
持
た
せ
る
。
領
国
内
の
売
買
は
こ
れ
ま
で
通

り
相
対
に
さ
せ
、
牛
馬
を
よ
く
知
ら
な
い
者
は
肝
煎
に
頼
む
か
、

村
内
の
心
得
あ
る
者
に
頼
む
の
は
勝
手
で
あ
る
が
、
他
国
と
の
売

買
は
肝
煎
役
を
離
れ
て
相
対
で
売
買
す
る
こ
と
は
厳
禁
す
る
。

附
、
肝
煎
役
以
外
は

一
切
他
領

へ
の
牛
馬
売
買
に
携
わ

っ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
に
背
く
者
が
い
た
ら
肝
煎
之
者
よ
り
申
出

よ
、
屹
度
咎
め
を
申
し
つ
け
る
。

（２
）
他
領
と
の
売
買
の
少
な
い
郡
は
肝
煎
の
者
を
置
か
ず
、
他
郡
の

肝
煎
の
者
に
頼
む
の
は
勝
手
次
第
。

（３
）牛
馬
売
買
の
者
は
双
方
共
そ
の
村
の
庄
屋
に
届
け
、
庄
屋
は
解

怠
な
く
帳
面
に
記
録
し
、
代
銀
は
十
五
日
を
限
度
に
支
払
い
、
受

取
証
拠
を
庄
屋
に
差
し
出
す
こ
と
。

附
、
代
銀
支
払
い
迄
、
当
分
の
証
文
を
出
す
時
に
、
も
し
代
銀

が
滞

っ
た
時
に
は
何
処
の
牛
馬
で
も
押
さ
え
取
る
よ
う
に
と
い

う
如
き
不
埒
の
文
言
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。

（４
）牛
馬
代
金
は
買
主
よ
り
売
主
に
直
に
手
渡
し
す
る
が
、
や
む
お

え
ぬ
こ
と
で
肝
煎
の
者
、
其
の
他
に
取
次
を
頼
む
時
は
庄
屋
に
こ

と
わ
る
こ
と
。

（５
）
牛
馬
破
産
銀

（牛
馬
の
鑑
定
料

。
世
話
料
）
は
売
主

・
買
主
双

方
よ
り

一
匁
宛
遣
わ
す
こ
と
。
も
っ
と
も
遠
方

へ
行

っ
た
時
の
雑

用
費
は
支
払
う
こ
と
。

（６
）
肝
煎
役
に
は
免
札
を
渡
す
の
で
他
国
、
自
領
内
と
も
に
持
参
す

２
つ
ン
」
し
Ｃ
。

（７
）
肝
煎
役
は
牛
馬
売
買
を
職
業
の
よ
う
に
し
て
博
労
ま
が
い
の
こ

と
を
し
て
な
ら
な
い
。

（８
）
肝
煎
役
に
は
面
役

一
人
分
を
免
除
、
ま
た
そ
の
郡
相
応
の
苦
労

米
を
支
給
す
る
。

免
札
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

イ ′



免
札

（表
）
　

一
牛
馬
肝
煎
　
　
　
　
　
　
何
郡
何
村

借
札
停
止
　
　
　
　
　
　
何
か
し

（裏
）
　

年
号
　
月
　
日
　
　
郡
奉
行
名
判

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
他
国
と
の
売
買
に
は
牛
馬
肝
煎
役
を
新

し
く
決
め
、
さ
ら
に
そ
の
手
先
の
者
を
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
が
、
実

際
に
は
従
来
の
馬
苦
労
と
は
別
に
牛
馬
肝
煎
役
と
そ
の
手
先
を
確
保

す
る
の
は
ど
う
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
肝
煎
役
に
は
馬
苦
労
ま
が
い
の

こ
と
は
し
て
な
ら
な
い
と
し
て
苦
労
米
を
給
し
、
面
役

一
人
分
の
免

除
を
し
て
、
村
役
人
的
な
扱
い
を
し
て
い
る
が
、
実
態
は
い
か
が
で

あ

っ
た
か
、
手
先
の
者
に
い
か
な
る
者
を
用
い
た
か
、
不
明
な
こ
と

が
多
い
。
後
に
ふ
れ
る
半
算
人
と
と
も
に
考
え
た
い
。

こ
の
文
書
に
は
、
肝
煎
役
に
は
請
書
を
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
て

「何
郡
何
村
牛
馬
肝
煎
中
御
請
申
上
書
物
之
事
」
と
案
文
が
示
さ
れ

て
い
る
。
内
容
は
右
の

「定
」
各
箇
条
に
示
さ
れ
た
も
の
で
大
庄
屋

宛
に
牛
馬
肝
煎
役
は
じ
め
、
各
人
何
が
し
　
何
が
し
…
と
連
名
で
す

る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
と
に
他
国
に
対
し
て
は
牛
馬
の
吟

味
、
値
段
の
決
定
に
紛
ら
わ
し
い
こ
と
が
な
く
、
百
姓
衆
に
勝
手
よ

い
よ
う
に
と
り
は
か
ら
う
こ
と
。
ま
た
肝
煎
役
以
外
の
者
で
他
国
と

牛
馬
売
買
を
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
速
や
か
に
注
進
す
る
こ
と
と

し
、
さ
ら
に
他
国
は
勿
論
領
内
で
も
免
札
の
貸
借
を
し
な
い
こ
と
を

請
合
わ
せ
て
い
る
。

や
が
て
右
に
近

い
年
代
で
あ
ろ
う
、
村
々
牛
馬
破
産
人
中

へ
の

「
口
達
控
」
に
よ
る
と
、
牛
馬
肝
煎
の
ほ
か
破
産
人
を
き
め
て
い
る
。

牛
馬
肝
煎
が
僅
か
の
人
数
で
行
き
届
き
か
ね
て
村
々
で
は
牛
馬
の
心

得
あ
る
者

（従
来
の
馬
苦
労
か
）
に
破
産

（牛
馬
売
買
の
周
旋
）
を
頼

み
、
中
に
は
不
正
の
者
が
お
り
、
多
く
は
旅
日
雇
界
の
一
所
不
住
の

者
で
、
出
奔
し
て
手
掛
り
無
く
、
牛
馬
代
金
が
滞
り
難
渋
す
る
者
が

い
た
た
め
、
詮
議
の
上
、
村
々
で
人
柄
を
選
び
破
産
人
と
し
、
破
産

免
札
を
渡
し
た
。
免
札
を
所
持
し
な
い
者
は
牛
馬
売
買
に
今
後
携
わ

ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
破
産
人
は
あ
く
ま
で
其
の
村
限
り
の
こ
と

で
、
他
領
や
領
内
は
牛
馬
肝
煎
役
が
取
り
計
ら
う
と
し
て
い
る
。
免

札
を
所
持
し
な
い
者
は
隠
シ
馬
苦
労
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。

２
　
寛
政
五
年

（
一
七
九
こ

｛不
像

・
粕
屋
両
郡
七
触

の
大
庄
屋

宛
「覚
」

こ
の

「覚
」
は
宗
像

・
粕
屋
郡
奉
行
の
冨
永
軍
次
郎
か
ら
久
原

・

中
原

・
浜
男

。
原
上

。
脇
浦

。
須
恵

・
上
西
郷
の
七
触
の
大
庄
屋
に

出
さ
れ
た
も
の
で
、
年
末
詳
で
あ
る
が
五
月
廿
日
と
あ
り

（お
そ
ら



く
寛
政
五
年
か
と
思
わ
れ
る
）、
こ
れ
に
は
次
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て

い
る
。

（１
）
近
来
牛
馬
売
買
に
筋
悪
し
き
儀
多
く
、
領
内
は
勿
論
他
領
と
か

か
わ
り
合

い
の
指
し
纏
れ
が
あ
る
の
は
、
明
和
六
年
御
書
出
の

「定
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
村
役
人
の
示
し
方
が
不
行
届
き

の
た
め
で
あ
る
。
以
後
大
庄
屋
、
村
役
人
共
は
先
年
の
定
書
の
通

り
手
堅
く
守
る
こ
と
。

（２
）牛
馬
肝
煎
の
者
の
人
数
が
不
足
の
村
は
申
し
出
よ
。
詮
議
の
上

増
員
す
る
。
肝
煎
の
者
が
人
品
よ
ろ
し
か
ら
ず
村
の
為
に
な
ら
な

い
な
ら
ば
、
人
柄
の
取
替
え
を
願
い
出
よ
。

（３
×
定
書
」
（作
法
）
に
背
き
、
年
来
滞

っ
て
い
る
馬
代
が
指
し
縫

れ
る
の
は
、
村
役
人

・
百
姓
の
怠
慢
の
故
だ
か
ら
前
々
の
分
は
何

程
申
し
出
よ
う
と
も
取
り
上
げ
な
い
。
も
っ
と
も
作
法
通
り
に
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
滞

っ
て
い
る
分
は
、
申
し
出
れ
ば
詮
議
し
て
解

決
す
る
よ
う
に
す
る
。

（４
）農
業
に
励
ま
ず
、
商
売
筋
に
偏

っ
て
牛
馬
売
買
に
携
わ
り
、
隠

シ
馬
苦
労
の
業
を
す
る
者
は
召
捕
ら
え
て
申
し
出
よ
。
彼
等
を
そ

の
ま
ま
置
い
て
余
分
の
馬
代
を
引
き
負
う
の
は
村
役
人

。
百
姓
中

が
定
書
に
背
い
た
か
ら
で
、
滞
り
分
は
村
役
人
に
弁
償
を
申
し
付

け
、
百
姓
中
に
も
場
合
に
よ

っ
て
は
重
科
に
処
す
る
。

（５
）近
年
未
進
判
な
ど
に
な
り
、
村
に
居
ら
ず
行
方
不
明
で
隠
シ
馬

苦
労
を
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
見
当
た
り
次
第
召
捕
ら
え
よ
。

（６
）生
国
の
不
健
か
な
者
で
も
牛
馬
売
買
が
上
手
の
由
で
、
村
を
往

来
し
た
り
滞
留
す
る
者
が
い
て
も
村
の
た
め
に
な
る
の
で
、
そ
の

ま
ま
見
逃
し
て
い
る
者
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
以
後
は
差
し
止
め
、

今
後
入
り
込
み
の
者
は
追
い
立
て
る
こ
と
。

（７
）
こ
れ
ま
で
牛
馬
売
買
に
つ
い
て
村
方
が
不
取
締
の
た
め
問
題
が

紛
糾
し
て
他
領
と
の
折
衝
を
す
る
の
は
藩
の
御
外
間
に
も
関
わ
る

の
で
、
今
後
は
厳
重
に
引
き
締
め
て
、
売
買
し
た
牛
馬
は
そ
の
度

毎
に
持
主
、
肝
煎
の
者
に
名
元
を
帳
面
に
記
録
し
、
村
庄
屋
か
ら

大
庄
屋

へ
申
し
出
の
上
、
他
領
と
の
紛
糾
、
領
国
内
の
紛
糾
が
無

く
、
代
価
差
引
済
み
の
旨
を
大
庄
屋
が
吟
味
し
た
上
で
、
大
庄
屋

が
奥
書
し
て
毎
年
二
月
廿
九
日
切
に
役
所

へ
差
し
出
す
こ
と
。
今

後
も
不
取
締
り
の
次
第
が
あ
れ
ば
重
科
に
申
し
付
け
る
。

以
上
の
達
を
見
る
と
、
明
和
六
年
の
定
書
が
他
領
と
の
売
買

へ
の

関
心
が
強
か
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
こ
こ
で
は
、
他
領
と
の
売
買
に

つ
い
て
規
定
は
し
て
い
る
が

（第
七
条
）、
む
し
ろ
領
内
の
牛
馬
売

買
に
携
わ
る
者
、
隠
シ
馬
苦
労
を
取
締
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
が
生

じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
天
明
期
に
お
い
て
郡
町
浦
に

商
品
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
て
き
て
民
衆
の
風
俗
が
変
わ
っ
て
き
た
た

イ3



め
藩
は

「天
明
八
年
御
国
中

一
統
被
仰
出
覚
」
に
お
い
て
志
荷
商

人

・
諸
勧
進

。
半
季
奉
公
人
の
類
が
村
々
に
入
り
込
む
こ
と
を
禁

じ
、
村
々
居
住
の
志
荷
商
人

・
振
売

・
徳
利
酒
売
等
は
近
辺
の
町
場

へ
入
判
、
居
住
替
を
さ
せ
る
状
況
の
な
か
で
未
進
判
の
者
、
生
国
不

確
の
者
で
商
売
筋
に
偏
り
牛
馬
売
買
を
す
る
者
、
隠
シ
馬
苦
労
、
旅

日
雇
を
き
び
し
く
取
締
ま
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

３
　
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇
９

申
ノ
十
月
十
四
日

「牛
馬
御
作

法
書
　
一
一冊
之
内
」

こ
れ
は
元
来
二
冊
の
写
本
を
合
冊
し
た
文
書
で
、
第

一
冊
は
郡
奉

行
中
か
ら
出
さ
れ
た

「定
」
そ
の
他
を
収
め
て
い
る
。
（第
二
冊
は

粕
屋
郡
の
旅
石
触

。
戸
原
触

・
久
原
触
の
三
触
が
筑
後
柳
川
の
馬
問
屋
ヘ

の
多
額
の
馬
代
不
差
引
分
の
処
理
と
今
後
の
馬
買
入
に
関
す
る
文
書
で
、

別
稿
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。）

第

一
冊
の

「定
」
は
寛
政
十
二
年
九
月
の
も
の
で
、
以
前
明
和
年

中
に
御
書
出
を
も

っ
て
御
作
法
を
仰
せ
だ
さ
れ
た
が
、
次
第
に
守
ら

れ
ぬ
よ
う
に
な
り
、
牛
馬
代
銭
の
差
し
纏
れ
が
時
々
あ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の

「馬
苦
労
共
多
ク
引
負
二
み
っ
て

（よ
っ
て
の
意
か
ご

困
窮

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
今
度
そ
れ
ぞ
れ
に
解
決
策
を
講
じ
る
の

で
、
今
後
御
作
法
を
堅
く
守
る
よ
う
に
と
命
じ
た
の
で
あ

っ
た
。

も
し
手
先
の
者
以
外
の
者
が
売
買
に
携
わ
り
、
代
銭
の
差
縫
れ
な

ど
が
で
き
た
時
に
は
、
容
赦
な
く
そ
の
者
は
取
り
潰
し
、
そ
の
余
の

債
務
は
そ
の
村
庄
屋

一
人
に
弁
償
を
命
じ
る
の
で
大
庄
屋
、
庄
屋
も

か
ね
て
か
ら
覚
悟
し
て
油
断
な
く
承
る
よ
う
に
と
あ
る
。
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

定

御
作
法

一
他
国
と
売
買
之
牛
馬
肝
煎
役
之
者
相
立
、
郡
之
大
小
応
シ
人
数

相
極
メ
請
持
た
せ
可
申
い
、
御
国
内
之
売
買

ハ
是
迄
之
通
相
対

二
可
仕
い
、
牛
馬
不
心
得
之
も
の
ハ
肝
煎
之
も
の
相
頼
い
共
勝

手
次
第
二
い
、
他
国
之
売
買
肝
煎
役
之
も
の
を
離
レ
相
対
仕
い

儀
堅
停
止
二
い
事

附
り

肝
煎
之
者
之
外

一
切
他
国
之
牛
馬
売
買
二
携
申
間
敷

い
、
相
背
い
も
の
有
之
ハ
肝
煎
之
者
ヨ
リ
可
申
出
い
、

急
度
咎
可
申
付
い
事

と
し
て
、
以
下
に
八
ケ
条
を
定
め
て
い
る
。
初
め
に
こ
の
寛
政
十
二

年

「定
」
に
の
み
見
え
る
ニ
ケ
条
が
あ
り
、
そ
の
後
の
各
条
で
は
、

前
掲
の
明
和
六
年
の

「定
」
や
寛
政
五
年
の

「覚
」
と
同
文
、
同
趣

旨
の
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
右
の
各
年
の
条
文

の
順
序

（順
番

号
）
を

（　
）
内
に
示
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。



τ弐

定
　
（和
数
字
の
番
号
と
各
条
中
の

一
は
原
史
料
の
ま
ま
）

他
領
か
ら
牛
馬
を
求
め
た
い
者
は
庄
屋
に
申
し
出
て
名
元
を
帳

面
に
記
し
、
庄
屋
か
ら
牛
馬
肝
煎

へ
証
拠
を
出
す
べ
し
。
故
障

が
あ

っ
て
肝
煎
役
が
自
分
で
他
領
に
行
き
難
い
と
き
は
肝
煎
役

よ
り
他
領
の
馬
間
屋
何
某
方

へ
証
拠
を
書

い
て
手
先
の
者

へ
持

た
せ
、
か
ね
て
渡
さ
れ
て
い
る
往
来
切
手
も
手
先
に
渡
し
て
買

い
求
め
に
遣
わ
す
こ
と
。
百
姓
か
ら
肝
煎
役

へ
直
接
申
し
出
て

も
、
決
し
て
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
手
先
の
者
以
外

は
他
領

へ
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

右
の
手
先
の
者
が
他
領
で
馬
を
買
求
め
た
時
に
は
、
馬
間
屋
か

ら
売
渡
の
馬
の
毛
付
、
代
銭
の
記
載
の
証
文
を
受
取

っ
て
き
た

ら
買
主

へ
馬
を
渡
す
時
に
、
肝
煎
役
か
ら
右
の
代
銭
付
き
の
証

拠
を
買
主
に
見
せ
て
、
買
主
は
庄
屋

へ
行
き
そ
の
旨
を
申
出

て
、
庄
屋
は
毛
付
、
代
銭
を
前
記
の
帳
面
に
書
き
留
め
、
何
月

何
日
切
に
代
銭
を
支
払
う
べ
し
と
い
う
証
文
を
肝
煎
役

へ
差
出

さ
せ
、
そ
の
日
限
が
き
た
ら
庄
屋
か
ら
せ
き
立
て
て
代
銭
を
払

わ
せ
証
拠
書
類
、
受
取
書
を
保
管
し
、
翌
年
の
春
に
は
帳
面
と

も
に
大
庄
屋

へ
差
し
出
し
、
改
め
を
受
け
、
吟
味
の
上
役
所

へ

差
出
す
。
牛
馬
肝
煎
役
も
同
様
に
買
入
代
銭
払
方
済
み
の
受

取
、
関
係
書
類
と
も
に
大
庄
屋
へ
差
出
す
。
大
庄
屋
手
元
で
は

双
方
の
書
類
を
引
合
わ
せ
得
る
よ
う
に
印
を
付
け
て
役
所

へ
差

出
す
こ
と
。

但
、
郡
内
に
他
領
の
者
が
牛
馬
を
牽
い
て
売
り
に
来
た
場
合
も

前
文
同
様
に
庄
屋
へ
願
い
出
て
、
庄
屋
か
ら
牛
馬
肝
煎
役

へ
連

絡
し
、
肝
煎
役
か
ら
支
払
方
の
証
拠
を
出
さ
せ
る
。
全
体
は
他

領

へ
手
先
の
者
が
買
い
求
め
に
行

っ
た
時
と
同
じ
。

牛
馬
肝
煎
役
の
手
先
の
者
は
、
彼
等
が
い
な
い
と
差
し
支
え
る

の
で
各
触
の
人
数
が
決
ら
れ
て
い
る
が
、　
一
年
切
で
人
柄
を
取

替
え
る
こ
と
。
少
し
で
も
不
埒
の
儀
を
聞
き
つ
け
た
ら
人
柄
を

取
り
替
え
る
。

前
記
の
明
和
六
年

「定
」
の
（２
）
と
同
じ
。

明
和
六
年

「定
」
の
（３
）
と
そ
の

（附
）
は
ほ
ぼ
同
じ
。

国
内
の
牛
馬
売
買
も
他
領
同
様
に
庄
屋
に
届
け
、
肝
煎
役
の
手

先
の
者

へ
頼
む
か
、
自
分
が
牛
馬
売
買
に
巧
み
な
者
は
自
分
で

売
買
し
て
宜
し
い
。
尤
も
手
先
の
者
を
頼
ん
で
売
る
場
合
は
、

手
先
の
者
と
買
主
は

一
緒
に
そ
の
村
の
庄
屋
方

へ
行
き
、
売
主

に
対
し
て
代
銭
何
日
限
り
支
払
う
旨
の
証
文
を
庄
屋
よ
り
取

っ

て
来
て
売
主

へ
渡
す
こ
と
。
そ
の
節
庄
屋

へ
右
の
証
拠
差
出
の

帳
面
に
も
毛
付
、
代
銭
を
記
さ
せ
て
お
く
。
代
銭
支
払
が
済
め

ば
受
取
を
出
し
、
前
に
受
け
取

っ
て
い
た
証
拠
は
売
主

へ
返



七

す
。
此
方

へ
牛
馬
を
買
取
の
時
も
同
様
に
す
る
。
自
分
で
売
買

で
き
る
場
合
も
手
先
の
者
を
頼
ん
だ
時
と
同
様
に
取
り
計
ら
う

ン
」
し
Ｃ
。

一
明
和
六
年

「定
」
の
（４
）
と
ほ
ぼ
同
じ
。

代
銭
は
堅
く
買
主
よ
り
売
主

へ
直
に
手
渡
し
す
る
こ
と
。
惣
じ

て
肝
煎
が
手
先
の
者
に
頼
ん
で
売
買
す
る
節
は
証
拠
詰
に
し

て
、
代
銭
の
取
り
遣
り
は
頼
ま
ぬ
こ
と
。
無
理
に

「
し
て
や
ろ

う
」
な
ど
と
云
う
手
先
の
者
が
い
る
時
は
百
姓
よ
り
直
に
役
所

へ
申
し
出
よ
。

一
牛
馬
破
産
銀
に
つ
い
て
、
明
和
六
年

「定
」
の
（５
）
と
ほ
ぼ
同

じ
。
も
し
過
分
の
も
の
を
申
し
掛
け
る
者
あ
れ
ば
申
出
よ
。

破
産
の
者
は
そ
の
時
々
の
模
様
で
苦
労
す
る
の
で
、
今
度
か
ら

牛
馬
売
買
代
銭
の
高
に
つ
き
三
分
半
宛
の
口
銭
を
渡
し
た
い

旨
、
大
庄
屋
中
よ
り
申
し
出
が
あ
り
、
内
々
に
は
承
知
し
た
。

勿
論
過
分
の
儀
を
要
求
し
た
ら
速
や
か
に
百
姓
よ
り
申
し
出
る

こ
と
。
隠
し
て
い
て
露
見
し
た
ら
百
姓
に
咎
め
を
申
し
つ
け

フ

一

。

一
明
和
六
年

「定
」
の
（６
）
と
同
じ
。

免
札
は
手
先
の
者
に
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
だ
か
ら
人
柄
を

選
ん
で
受
け
持
た
せ
、
売
買
に
行
く
場
合
に
肝
煎
役
か
ら
渡
す

こ
と
。　
一
件
ご
と
に
渡
し
て
、　
一
件
済
ん
で
帰

っ
て
き
た
ら
免

札
は
引
き
あ
げ
る
こ
と
。

一
明
和
の
（７
）
と
同
じ
。

八
　
他
領
の
者
は
勿
論
国
内
の
者
で
も
不
確
か
な
者
は
売
買
禁
止
。

代
銭
が
滞
っ
た
時
は
そ
の
者
の
損
失
、
或
は
手
先
の
者
に
弁
償

を
申
し
付
け
る
こ
と
。

一
明
和
の
（８
）
に
同
じ
。

な
お
、
奥
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
手
先
の
者
以
外
の
者
が
商
売

に
携
わ
っ
て
支
払
が
も
め
た
場
合
は
、
容
赦
な
く
そ
の
者
は
取

り
潰
し
、
余
分
の
債
務
は
そ
の
村
の
庄
屋
に
弁
償
を
申
し
付
け

る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に

「附
」
と
し
て
、
他
領
よ
り
郡
内
に
牛
馬
牽
出
の
商

人
が
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
求
め
や
す
く
、
代
銭
の
支
払
も
容

易
に
か
た
ず
く
の
で
、
肝
煎
役
が
申
し
合
わ
せ
て
、
そ
の
よ
う

に
な
る
よ
う
取
り
は
か
ら
う
こ
と
を
求
め
た
。

こ
の
作
法
書
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
も
大
庄
屋

・
村
役
人

が

「定
」
を
守
り
売
買
を
規
制
す
る
こ
と
を
命
じ
て
は
い
た
が
、
こ

こ
で
は
、
と
く
に
庄
屋
に
き
わ
め
て
具
体
的
に
初
め
か
ら
売
買
の
交

渉
の
過
程
に
関
わ
ら
せ
て
、
毛
付
け

。
代
銭

。
証
拠

。
支
払
期
日
を

証
文
と
し
て
確
定
し
て
、
そ
の
推
進
と
、
最
終
的
に
は
証
拠
書
類
の



大
庄
屋

へ
の
提
出
を
命
じ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
債
務
の
肩
代
わ
り
の

弁
償
を
庄
屋
に
命
じ
て
い
る
こ
と
で
、
牛
馬
売
買
、
半
算
人
の
規
制

が
難
し
い
た
め
、
庄
屋
に
よ
っ
て
規
制
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で

あ
る
。

４
　
文
政

三
年

（
一
全

一〇
）
正
月

「極
』

こ
の

「極
」
は
、
も
と
も
と
請
書
の
案
文
と
し
て
書
か
れ
た

「宗

像
郡
何
村
百
姓
中
御
請
書
物
仕
上
事
」
の
文
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
、
こ
の

「極
」
を
守
る
こ
と
を
請
書
と
し
て
請
合
い
、

「百
姓
家
持
男
壱
人
宛
連
名
」
で
、
「何
村
百
姓
何
某
　
同
　
何
か
し

…
…
」
と
し
、
こ
れ
を
組
頭
中
と
庄
屋
が
奥
裏
書
を
し
て
い
る
文
書

で
あ
る
。
こ
の

「極
」
は
藩
の
意
図
を
よ
く
窺

い
得
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
原
文
の
ま
ま
載
せ
る
。

極

一　

牛
馬
買
入
い
節
、
堅
代
銭
持
参
仕
牛
馬
直
段
其
坐

・需

払

切
、
牛
馬
請
取
可
申
事
、
但
、
牛
馬
買
取
仕
イ
方
相
試
、
不

気
入
之
分
者
是
迄
之
通
三
日
之
日
を
試
、
其
内

二
差
返
、
払

込
置
い
代
銭
引
戻
シ
可
申
い
、
自
然
売
主
様
々
申
分
等
相
立

不
承
知
仕
い
共
、
村
役
人
よ
り
相
捌
差
返
さ
せ
可
申
事

一　

牛
馬
売
渡
い
節

ハ
親
類
、
縁
者
貧
福
之
無
差
別
、
代
銭
持
参

之
者
江
売
渡
可
申
事
、
但
、
万

一
会
釈
二
か
か
わ
り
代
銭
延

売
仕
い
者
有
之
い
者
、
為
科
代
売
渡
シ
代
銭
半
分
捨
リ
ニ
仕

ら
せ
い
事

牛
馬
代
金
銀
相
庭
之
儀
者
現
二
持
参
仕
い
事
ゆ
へ
売
主
相
対

二
相
極
可
申
事

牛
馬
買
取
い
て
三
日
之
内
二
万

一
須
い
儀
有
之
い
者
、
早
速

売
主
江
相
断
、
払
込
置
い
代
銭
之
内
半
分
引
戻
シ
、
双
方
五

歩
々
々
之
損
二
可
仕
事

願
病

・
夜
盲

・
岸
落

。
血
ば
り

。
血
ぞ
り
等
之
隠
病
有
之
等

馬

ハ
是
迄
百
日
之
日
を
掛
、
う
り
主

へ
差
返
い
様
申
伝

ヘ

い
、
然
る
に
此
節
現
銀
売
買
之
作
法
二
て
ハ
牛
差
返
、
払
込

之
代
銀
引
戻
シ
ニ
混
雑
可
仕
、
右
様
之
病
気

ハ
売
主
よ
り
有

然
二
相
断
、
買
主
承
知
之
上
代
銭
極
可
仕
い
、
万

一
相
隠
置

百
日
之
内
二
相
顕
い
者
、
其
節
詮
儀
之
上
売
主
曲
事
可
申
付

事村
半
算
人
是
迄
之
者
共
、
間
ニ
ハ
不
心
得
之
儀
も
有
之
哉
ニ

相
聞
い
条
、　
一
統
相
止
さ
せ
村
別
当
春
新
規
之
人
柄
相
立
可

申
事但

、
当
年
新
二
相
立
い
村
半
算
人
名
元
早
速
大
庄
屋
元
江

書
出
、
村
々
江
相
触
其
者
江
売
買
取
合
可
申
い
、
自
然
心

イ ア



得
違
二
て
右
半
算
人
江
取
合
い
も
の
ハ
双
方
可
為
曲
い
事

い
事

一　

牛
馬
買
入
い
節
、
先
村
半
算
人
江
銭
壱
匁
宛
差
遣
い
儀
者
是

迄
之
通
二
仕
、
買
二
参
い
半
算
人
苦
労
是
迄
之
内
分
極
堅
相

止
、
是
又
銭
壱
匁
宛
遣
シ
可
申
事

但
、
牛
馬
不
気
入
二
て
三
日
之
内

二
差
返
分
た
り
と
も
半

算
人
隙
掛
仕
い
義

ハ
同
様
之
事

二
付
、
半
算
銀

ハ
極
之
通

双
方
二
指
遣
可
申
事

一　

壱
州
よ
り
積
渡
之
牛
買
入
、
是
迄
之
通
に
て
ハ
甚
猥
二
て
代

銭
高
直
二
相
成
、
百
姓
た
め
二
不
相
成
、
此
節
依
評
議
渡
り

村
江
致
水
上
、
郡
中
牛
馬
肝
煎
二
人
立
合
、
現
銀
二
て
代
銭

下
直
二
冗
渡
い
条
、
望
之
者

ハ
現
銀
持
参
牛
馬
肝
煎
引
合

ニ

て
買
取
可
申
い
事

右
之
通
御
極
、
近
郡
江
も
御
引
合
二
相
成
い
趣
二
付
、
勿
論
他
郡
ニ

も
堅
代
銭
持
込
い
て
買
二
参
、
直

二
相
払
可
申
い
、
他
郡
之
者
江

も
現
銀
持
参
無
之
者
江
者
売
渡
申
間
敷
い
、
以
来
御
極
之
通
厳
重
ニ

行
届
い
様
可
仕
上
い
、
働
て
御
請
書
物
如
件

文
政
三
年
正
月
　
　
　
　
〔百
姓
家
持
男
壱
人
充
連
名
〕

（何
村
百
姓
何
某
　
何
が
し
　
何
が
し
と
連
記
）

こ
の
文
書
で
は
牛
馬
肝
煎
役
や
そ
の
手
先
は
殆
ど
見
え
ず
、
わ
ず

か
に
壱
岐
か
ら
の
牛
の
買
い
入
れ
に
郡
中
よ
り
牛
馬
肝
煎
が
立
ち
会

う
こ
と
と
あ
る
の
み
で
、
肝
煎
は
村
役
人
の
よ
う
に
な
っ
て
、
実
務

に
携
わ
る
者
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
肝
煎
は
そ
の

よ
う
な
村
役
人
的
な
者
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
故
に
手
先
の
者

を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
手
先
の
者
も
従
来
の
博
労
の
中
か
ら

不
法
な
者
で
な
い
人
柄
を
選
ぶ
よ
り
ほ
か
な
く
、
結
局
は

「此
節
詮

議
之
上
、
村
々
・ｒ
ア
人
柄
相
撰
破
産
免
札
相
渡
置
い
」
半
算
人
を
選

定
し
、
半
算
銀
の
収
得
を
認
め
、
取
引
で
は
あ
く
ま
で
現
銀
取
引
と

し
て
、
し
か
も
彼
等
を

「全
ク
其
村
限
り
之
心
得
ｉ
ア
」
厳
重
に
統

制
す
る
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ

っ
た
。
尤
も
現
銀
取
引
は
民
衆
に

と
っ
て
は
実
際
に
は
調
達
し
易
い
も
の
で
は
な
く
、
果
た
し
て
こ
の

「極
」
は
現
実
に
通
達
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
こ
の

「極
」
の
翌
年
の
文
政
四
年
二
月

「宗
像
郡

上
八
村

・
田
野
村

。
池
田
村

・
吉
田
村
牛
馬
半
算
人
御
請
書
物
仕
上

ル
事
」
に
は

「極
」
に
見
え
る
現
銀
取
引
の
原
則
は
全
く
見
え
ず
、

隠
シ
馬
苦
労
の
排
除
、
そ
れ
を
怠

っ
た
場
合
の
処
罰
、
代
銭
差
縫
れ

の
際
の
弁
償
等
を
請
合
う
の
み
で
従
来
の
請
状
と
全
く
異
な
ら
な
い

の
は
、
果
た
し
て
右
の

「極
」
は
通
達
さ
れ
た
も
の
か
、
も
し
達
せ

ら
れ
て
い
て
も
き
わ
め
て
短
期
間
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の

「極
」
で
は
百
姓
が
現
銀
を
直
ち
に
調
達
し
難
く
、
半
算
人
に



と
っ
て
は
商
売
と
し
て
の
旨
味
は
全
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
藩
と
し
て
は

「
か
く
あ
る
べ
き
」
理
想
的
規
制
を
示

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
ご
く
短
期
間
の
み
、
両
粕
屋

・
宗
像

郡
な
ど
限
ら
れ
た
地
域
に
達
せ
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
疑
問

を
残
し
て
お
き
た
い
。

５
　
安
政

二
年

（
一
八
五
五
）
十
月

「牛
馬
売
買
御
作
法
書
」

こ
の
作
法
書
は
も
と
も
と
安
政
二
年
十
月
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、

こ
れ
に
は
十

一
月
廿
五
日
付
け
で
両
粕
屋

・
宗
像
郡
役
所
か
ら
大
庄

屋
八
人
宛
に

「屹
度
行
届
い
様
立
入
才
判
可
有
之
い
」
と
申
し
入

れ
、
他
掛
の
町
方

・
浦
方

へ
も
引
き
合
わ
せ
た
と
あ
る
の
で
藩
内
広

く
達
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
法
書
は
原
文
を

『筑
前
福

岡
藩
史
料
雑
纂

（地
域
史
資
料
叢
書
第
二
輯
と

に
載
せ
て
い
る
の

で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
黒
瀬
家
文
書
の
作
法
書
は
安
政
三
年
正

月
に
粕
屋
郡
尾
仲
村
の
百
姓
六

一
人
、
組
頭
取
九
人
が
請
書
を
出
し

（連
名
連
印
）、
組
頭
四
人
、
庄
屋
、
庄
屋
助
勤
が
奥
書
を
し
て
い

る
。
同
様
に
宗
像
郡
本
木
村
で
は
安
政
三
年
八
月
の
も
の
が
あ
る
が

（桑
野
宗
文
書
）、
後
半
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
法
書
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
藩
は
牛
馬
の
売
買

に
あ
た
る
者
は
牛
馬
肝
煎
役
と
そ
の
手
先
と
し
て
い
た
の
を
、
全
面

的
に
半
産
人
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
半
産

・
破
産
の
意
味
は
難
し
く
、
文
字
か
ら
見
る
と
ハ

ン
サ
ン
と
も

ハ
サ
ン
と
も
言

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
語
源
は
わ
か
ら

な
い
。
売
主
側

・
買
主
側
の
各
人
で
半
々
に

（額
は
異
な
っ
て
も
）

算
用
す
る
意
味
か
、
こ
れ
に
関
わ
る
者
が
屡
破
産
す
る
た
め
か
、
そ

れ
と
も
も

っ
と
別
の
語
源
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
用
例
か
ら
考

え
る
と
、
牛
馬
売
買
の
際
の
鑑
定
、
吟
味
、
周
旋
の
意
味
の
よ
う
で

あ
る
。　
一
般
に
言
う
馬
苦
労
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
宗
像
郡
陵
厳
寺
村

の
吉
田
家

「家
事
日
記
帳
」
に
は

「香
月

二
馬
売
い
事
、
藤
右
衛

門

・
義
八
半
算
い
た
し
い
事
」
と
あ
る
が
如
き
で
あ
樋
。

た
だ
福
岡
藩
で
は
、
従
来
の
馬
苦
労
の
世
界
に
は
詐
欺
、
晴
着
が

横
行
し
て
慣
れ
な
い
民
衆
に
と
っ
て
は
編
さ
れ
や
す
く
、
為
政
者
と

し
て
は
、
馬
苦
労
を
取
り
締
ま
っ
て
も
容
易
に
支
配
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
た
め
、
前

に
も
触
れ
た
よ
う
に
寛
延
四
年

（
一
七
五

一
）
に
は
馬
苦
労
を
取
り
締
ま
っ
た
が
効
果
な
く
、
明
和
六
年

（
一

七
六
九
）
に
は
人
柄
を
詮
議
し
て
牛
馬
肝
煎
役
を
任
命
し
、
そ
の
手

先
の
者
ま
で
決
め
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
こ
れ
ま
で
見
た
御
書
出

や
、
御
作
法
書
、
定
等
は
ほ
と
ん
ど
牛
馬
肝
入
役
と
そ
の
手
先
の
者

を
認
め
て
、
馬
苦
労
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
、
こ
と
に
隠
シ
馬
苦
労
を

認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
天
明

・
寛
政
期
に
は
文
書
に
半



算
人
、
破
産
人
、
半
算
、
破
産
の
文
言
が
見
え
、
こ
と
に
享
和
頃
の

請
状
に
は
殆
ど
こ
の
文
言
が
見
え
る
。
安
政
の
こ
の

「御
作
法
書
」

で
も
全
面
的
に
半
算
人
、
破
産
人
を
牛
馬
売
買
の
際
の
周
旋
人
と
し

て
重
視
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
旧
来
の
長
い
慣
行
を
も
っ
た
馬
苦
労

の
実
績
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
馬
苦
労
の
中
か
ら
藩
と
し
て
は
余
り

不
法
を
行
わ
な
い
人
柄
を
詮
議
し
て
半
算
人

・
破
産
人
に
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
半
算
人

・
破
産
人
と
い
＞旦
言
葉
も
も
と
は
民
衆
の
間
で
用

い
ら
れ
て
い
た
言
葉
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
半
算
人
と
馬
苦
労
と

を
ほ
と
ん
ど
同
義
語
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、　
一

義
的
に
決
め
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
前
に
見
た

「御
書
出
」
や

「定
」
等
が
他
領
と
の
牛
馬
売
買

を
重
視
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
こ
の
安
政
の
作
法
書
で
は
他
領
と

の
売
買
の
記
事
は
僅
か

一
ケ
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
領
と
の
売
買
が

無
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
商
品
流
通
、
交
通
の
発
達
と
と
も
に
、
む

し
ろ
よ
り
日
常
的
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
本
文
は
、
は
じ
め
に

「牛
馬
売
買

二
付
、
庄
屋
組
頭
惣
百
姓

中
　
半
算
人
心
得
ケ
条
」
と
あ
り
、
次
の
十
四
ケ
条
か
ら
な

っ
て
い

２つ
。

（１
）牛
馬
売
買
の
際
に
は
売
主
買
主
双
方
の
半
算
人
が
立
会
い
、
売

主
買
主
の
前
で
正
直
に
代
銭
を
決
め
、
当
日
か
ら
三
十
日
限
り
に

此
判
改
焼
印
、
大
庄
屋
元
・一て
改
判

長
四
寸
五
分

相
対
に
う
け
わ
た
す
こ
と
。
決
し
て
半
算
人
か
ら
受
払
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

（２
）
毎
年
正
月
に
半
算
人
に
は
次
の
よ
う
な
板
札
を
書
き
改
め
て
、

一
年
限
り
渡
し
て
お
く
の
で
、
こ
の
板
札
を
基
準
に
し
て
売
買
せ

よ
。
前
年
の
古
札
は
用
い
な
い
こ
と
。

（３
）
半
算
人
は
売
買
の
証
人
に
な
る
心
得
で
牛
馬
の
蕨
病
、
夜
盲
、

岸
落
、
血
ぞ
り
、
血
屎
な
ど
の
病
気
の
あ
る
の
を
隠
し
て
安
価
の

牛
馬
を
高
値
に
売
る
こ
と
を
決
し
て
し
な
い
こ
と
。

（４
）
半
算
人
の
中
に
は
売
主
買
主
の
知
ら
ぬ
よ
う
に

「居
季
」
と
か

い
っ
て
半
算
銀
の
ほ
か
に

一
疋
の
代
銭
の
内
か
ら
二
十
日

・
三
十

日
を
取
る
由
、
ま
た
安
い
牛
を
蝙
し
て
高
値
に
売
る
な
ど
し
て
、

そ
れ
を
手
柄
に
し
て
い
る
者
も
あ
る
よ
う
で
言
語
道
断
で
あ
る
。

以
後
村
の
中
で
た
し
か
な
者
を
選
ん
で
半
算
人
に
す
る
の
で
、
法

何
村）算

何
某

めH4井詈

（役
）

何
村
牛
馬
肝
煎
改

何
某

安
政
二
卯
正
月



度
を
正
直
に
守
り
、
難
渋
し
て
い
る
百
姓
で
、
新
規
に
買
い
入
れ

る
代
銭
を
調
え
得
な
い
者
に
は
、
調
達
の
世
話
を
親
切
に
し
て
、

速
や
か
に
受
払
い
が
済
む
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（５
）
貧
窮
な
百
姓
が
牛
馬
の
死
後
、
牛
馬
を
新
規
に
買
い
入
れ
る
時

に
、
代
銭
の
受
払
い
が
厳
重
で
は
代
金
の
調
達
も
難
渋
で
あ
ろ
う

が
、
望
む
ま
ま
に
延
引
し
て
は
、
牛
の
値
段
に
響
く
の
で
、
そ
の

時
は
肝
煎
と
半
算
人
か
ら
村
役
人

へ
相
談
し
て
何
と
か
手
段
を
講

じ
て
、
堅
く
三
十
日
限
り
に
受
け
払

い
が
済
む
よ
う
に
す
る
こ

し
Ｃ

。

（６
）
牛
馬
売
買
に
か
か
る
手
間
は
、
そ
の
村
で
の
こ
れ
ま
で
の
慣
行

で
や
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
に
半
算
銀
を
次
の
よ
う
に
渡
す
の
で
、

規
定
外
の
不
正
の
筋
の
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

銭
六
拾
文
　
　
　
士冗
主
之
方
半
算
人
江
牛
馬
共
買
主
よ
り

相
渡

同
三
百
文
　
　
　
買
主
之
方
よ
り
半
算
人
江
牛
馬
共
買
主

よ
り
相
渡

代
金
壱
両
二
付
　
百
文
宛
金
高
二
応
し
右
同
断
、
尤
馬
斗

（７
）
双
方
の
半
算
人
が
立
ち
会
わ
ず
内
々
で
売
買
し
て
、
そ
の
結
果

代
銭
が
差
も
つ
れ
て
支
払
が
滞

っ
て
才
判
を
願
い
出
て
も
取
り
上

げ
な
い
。
相
互
に
相
談
し
て
ゆ
る
ゆ
る
と
受
払
い
を
片
付
け
よ
。

（８
）
牛
馬
買
い
入
れ
の
時
は
、
そ
の
村
の
庄
屋
に
申
し
出
て
左
の
案

文
の
通
り
の
証
拠
を
持
参
し
て
、
そ
の
証
拠
を
売
主

へ
渡
し
て
、

三
十
日
た
っ
た
と
こ
ろ
で
本
証
拠
と
引
き
替
え
、
証
拠
面
の
通
り

支
払
う
こ
と
。
ま
た
売
り
渡
す
時
は
買
主
持
参
の
証
拠
を
受
け
取

り
お
き
、
三
日
た
て
ば
、
そ
の
証
拠
を
持

っ
て
買
主
方

へ
行
き
、

代
金
払
方
を
約
束
し
た
本
証
拠
と
引
き
替
え
に
代
金
を
受
け
取
る

こ
と
。
右
の
手
数
を
し
な
い
で
無
証
拠
で
隠
馬
苦
労
鉢
の
者
に
売

り
渡
し
て
代
金
支
払
が
も
つ
れ
て
も
相
対
で
取
り
計
ら
わ
せ
、
村

役
人
は
勿
論

一
族
、
村
方
か
ら
も
構
わ
な
い
こ
と
。

買
主
か
ら
の
証
拠
を
受
け
取

っ
て
も
、
そ
の
買
主
が
知
人
で
な

い
時
は
買
主
同
道
で
庄
屋
の
許
に
行
き
、
引
き
合
わ
せ
し
て
お
く

ン
」
し
Ｃ
。

証
拠
の
案
文
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

証
拠

何
郡
何
村
百
姓
　
何
が
し

一　

牛
馬

右
之
通
為
買
入
罷
越
い
条
御
売
渡
可
被
遣
い
、
尤
日
数
三
日
相

立
い

ハ
ハ
、
代
金
三
十
日
限
之
証
拠
と
引
替
相
渡
可
申
い
、

よ

っ
て
如
件

年
号
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
郡
何
村
　
何
某
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村
々
庄
屋
衆
中証

拠
之
事

一　

牛
馬

代
金
何
程

右

ハ
其
村
何
某
牛
馬
当
村
何
某
買
取
い
処
相
違
無
之
い
、
然
上

ハ
右
代
金
何
月
何
日
切
為
相
払
可
申
い
、
為
後
日
証
拠
如
件

何
郡
何
村
　
何
某

年
号
月
日

何
郡
何
村
庄
屋
　
何
某
殿

（９
）隠
馬
苦
労
や
無
札
で
半
算
す
る
者
が
い
る
時
は
、
早
速
申
し
出

よ
。
も
し
右
の
よ
う
な
者
を
隠
し
置
き
、
代
銭
支
払
い
が
紛
糾
し

債
務
を
負
う
た
時
は
、
債
務
は
其
の
者
の

一
族
、
組
合
で
其
の
村

並
み
に
取
り
計
ら
い
、
債
務
総
額
を
支
払
わ
せ
、
売
主
の
方

へ
は

科
代
と
し
て
半
額
の
損
に
申
し
つ
け
、
残
り
の
半
額
は
そ
の
触
切

に
備
蓄
し
て
、
貧
窮
百
姓
の
牛
馬
代
銭
の

「足
銭
救
」
に
使
う
こ

と
と
す
る
。

（１０
）
旅

（他
国
）
牛
馬
を
買
入
れ
分
は
肝
煎
役
が
専
ら
引
き
受
け
の

担
当
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
牛
馬
の
値
段
な
ど
に
百
姓
の

内
に
不
満
も
あ
る
の
で
、
各
触
で
半
算
人
の
内
か
ら
手
堅
い
切
者

（き
れ
も
の
、
敏
腕
家
）
に
そ
の
時
々
に
往
来
切
手
を
頼
み
、
肝
煎

役
か
ら
の
書
状
を
そ
え
て
他
領

へ
派
遣
す
る
こ
と
。

（Ｈ
）安
い
牛
馬
を
高
値
に
売
る
た
め
に
延
売
り
に
す
る
者
も
あ
る
と

聞
く
が
不
埒
で
あ
る
。
今
後
そ
の
よ
う
な
約
定
の
売
買
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

（・２
）代
銭
滞
納
の
分
は
堅
き
筋
々
に
申
し
出
て
才
判
を
受
け
て
受
け

取
る
よ
う
に
。
牛
馬
を
強
引
に
取
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
な

い
よ
う
に
。
も
し
強
引
に
取
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
時
は
、
牛

馬
は
勿
論
戻
さ
せ
て
科
代
と
し
て
其
の
代
銭
は
損
失
に
申
し
付
け

２
一

。

（・３
）
肝
煎
役
は
売
買
や
代
銭
の
受
払
い
に
不
埒
な
こ
と
が
な
い
か
、

毎
年

一
ケ
月
に

一
度
ず
つ
村
を
廻

っ
て
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
。

（・４
）牛
馬
を
買
い
取

っ
た
後
に
使

っ
て
み
て
気
に
入
ら
な
い
分
は
、

こ
れ
ま
で
の
通
り
三
日
を
限
り
そ
の
内
に
返
し
、
売
主
も
引
き
戻

す
存
念
な
ら
ば
三
日
の
内
に
引
き
戻
す
こ
と
。
但
し
、
牛
馬
を
買

い
取

っ
て
後
に
三
日
の
内
に
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
ら
、
直

ち
に
売
主
に
断

っ
て
、
極
ま
り
の
代
銭
の
内
半
額
を
払
い
、
双
方

五
分
五
分
の
損
た
る
こ
と
。

安
政
二
年
十
月

さ
ら
に

「
一
村
切
百
姓
人
別
連
印
の
受
書
物
を
指
出
可
申
事
」
と

あ
り
、
前
述
の
如
く
安
政
三
年
正
月
尾
仲
村
百
姓
、
組
頭
取
の
請
書



が
あ
る
。

以
上
、
福
岡
藩
に
お
け
る
牛
馬
売
買
に
関
す
る
法
的
規
制
を
年
代

順
に
考
察
し
、
今
後
の
研
究
の
準
備
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
多

く
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
牛
馬
売
買
に
お
い

て
牛
馬
の
鑑
定
、
周
旋
し
て
き
た
従
来
の
馬
苦
労

（伯
楽
）
と
藩
で

決
め
た
牛
馬
肝
煎
役
及
び
そ
の
手
先
、
半
算
人
の
選
定
、
牛
馬
市
や

牛
馬
問
屋
、
他
国
他
領
と
の
牛
馬
売
買
に
お
け
る
問
題
、
牛
馬
の
病

気
、
と
く
に
隠
れ
た
病
気
、
さ
ら
に
弊
牛
馬
を
め
ぐ

っ
て
の
問
題
、

ま
た
代
価
の
支
払
に
関
わ
る
諸
問
題
等
々
、
多
く
の
課
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
今
後
別
稿
で
考
察
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

一
一　

他
国
他
郷

で

の
牛
馬

の
押
取

り

こ
こ
で
は
他
国

。
他
地
域
と
の
牛
馬
の
売
買
に
関
す
る
紛
争
と
牛

馬
の
押
取
り
に
限
り
考
察
す
る
。

最
初
に
窺

っ
た
明
和
六
年
の

「定
」
で
は
、
と
く
に
他
国
と
の
牛

馬
の
売
買
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
慶
長
十
二
年

（
一

六
〇
七
）
六
月
十
二
日
の
黒
田
長
政
御
判
の

「掟
」
に
は

「押
売

・

押
買
仕
間
敷
い
事
、
付
、
国
質

。
所
質
仕
間
敷
い
事
」
と
あ
”
、
こ

れ
は
牛
馬
の
売
買
に
限
ら
れ
た
事
で
は
な
い
が
、
近
世
初
頭
に
お
い

て
も
戦
国
期
以
来
の
国
質

。
所
質
が
な
お
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
、
そ
の
後
も
長
く
慣
行
と
し
て
存
続
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
い
う
の
は
秋
月
藩
の

「農
長
意
路
端
」
の

「福
岡
御
領
被
仰
付

写
」
に
は

郡
々
よ
り
牛
馬
其
他
商
売
之
者
共
が
隣
国
と
取
引
き
し
て
い
る

内
に
、
代
銭
が
滞
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
隣
国
の
者
が
当
領

（福
岡
領
）
を
通

っ
た
際
に
、
そ
の
者
の
持
通
り
の
物
を
何
品

に
よ
ら
ず
勝
手
次
第
に
押
取
る
旨
の
証
文
を
預
か
り
渡
し
て
お

く
の
を
国
手
形
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宜
し
か
ら
ざ
る
仕

方
で
あ
り
、
右
然
の
儀
の
な
い
よ
う
に
国
々
に
触
達
も
あ
り
、

領
内
で
は
左
の
通
り
守
る
よ
う
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
。

一　

馬
苦
労
に
限
ら
ず
諸
商
人
と
隣
国
取
組
の
国
手
形
を
取
り
交

わ
す
こ
と
は
以
後
堅
く
停
止
す
る
。
国
手
形
を
取
り
米
銀
の

証
文
を
持

っ
て
い
る
者
は
そ
の
者
の
損
失
に
申
し
付
け
る
。

受
け
取

っ
て
い
る
証
文
は
郡
奉
行

へ
指
出
す
こ
と
、
他
領

ヘ

国
手
形
を
出
し
て
い
る
者
は
そ
の
次
第
を
郡
奉
行

へ
申
し
出

る
こ
と
。
（以
下
略
）

と
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る

「国
手
形
」
は
恐
ら
く
国
質
と
同
じ
で
、

証
文
と
し
て
の
手
形
を
相
手
方

へ
渡
し
た
の
で
国
手
形
と
云
わ
れ
た

の
で
は
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
も
こ
の
国
手
形
な
る
文
言
は
随
所
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
支
藩
の
秋
月
藩
の

「牛
馬
売
買
心
得
の
事
」
に
は
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一　
他
国
の
馬
苦
労
が
曳
い
て
き
た
牛
馬
は
、
馬
苦
労
よ
り
庄
屋

元

へ
連
絡
し
互
い
に
納
得
す
れ
ば
売
買
を
認
め
る
。

一　
他
国

へ
の
牛
馬
売
渡
は
現
銀
売
に
決
め
て
い
る
の
で
、
も
し

代
銭
延
売
り
し
て
支
払
が
差
も
つ
れ
た
時
は
御
役
方
で
は
御

引
き
受
け
な
し
。
代
銭
は

「捨
り
」
（廃
棄
）
と
な
る
。

一　
庄
屋
元

へ
申
し
出
ず
代
銭
差
も
つ
れ
の
場
合
も
右
に
同
じ
。

一　
他
国

へ
牛
馬
を
買
い
に
行
く
時
は
現
銀
持
参
で
買
い
取
る
こ

と
。
延
買
い
は
不
可
。
隣
国

へ
は
代
銭
持
参
な
き
者

へ
は
売

り
渡
し
な
き
よ
う
聞
き
合
わ
せ
た
旨
を
承
知
し
て
い
る
。

一　

押
え
馬
は
禁
止
、
も
し
押
え
馬
の
時
は
村
役

へ
届
け
、
村
役

に
受
け
取
り
、
引
き
戻
す
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

と
し
て
い
る
。
本
支
藩
と
も
に
同
じ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
と
に
福
岡
藩
に
お
い
て
は
国
手
形
の
禁
止
、
あ
る
い
は
前
節
で

も
窺

っ
た
よ
う
に
他
国
、
他
地
域
の
牛
馬
差
押
え
を
度
々
禁
止
し
て

い
る
に
か
わ
ら
ず
、
中
世
以
来
の
慣
行
が
な
お
農
民
の
中
に
は
根
強

く
残

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
寛
政
八
年
二
月
に
も

「牛
馬
そ
の
ほ

か
商
売
之
も
の
、
隣
国
取
合
二
付
国
手
形
指
出
い
儀
、
此
以
後
堅
ク

停
止
被
仰
付
い
趣
、
旧
冬
委
鋪
御
書
付
を
以
被
仰
渡
、
小
百
姓
、
遊

（
２２
）

民
体
ま
て
不
洩
様
相
示
置
い
」
と
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
他
領
、
他
地
域
と
の
牛
馬
売
買
に
お
け
る
紛
争
、
こ
と

に
牛
馬
の
押
取
り
に
つ
い
て
二
つ
の
事
例
を
窺
う
こ
と
と
す
る
。

１
　
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
「
秘
記
郡
町
浦
御
用
帳
」
七
月

二

十
六
日
条

天
明
六
年

（
一
七
八
一Ｃ

匁
筑ヽ
前
穂
波
郡
土
師
村
長
兵
衛
は
牛
馬

売
買
の
心
得
あ
る
者
で
、
彼
の
も
と
に
同
郡
大
分
村
の
七
次
が
篠
栗

村
枝
郷
木
戸
の
正
次
郎
の
牛
を
牽
い
て
き
て
、
正
次
か
ら
頼
ま
れ
て

い
る
の
で
売

っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
の
節
に
秋
月
領
平
山

村
の
甚
三
が
長
兵
衛
方

へ
来
あ
わ
せ
て
、
牛
を
買
い
取
る
と
言
う
の

で
、
代
価
を
百
三
十
五
匁
に
決
め
牛
を
渡
し
た
。
し
か
し
代
価
を
払

わ
な
い
ま
ま
翌
天
明
七
年
春
に
出
奔
、
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
こ
の

た
め
牛
主
正
次
郎

へ
は
長
兵
衛
と
七
次
が
幾
分
弁
償
し
、
そ
の
後
平

山
村
の
清
三
な
る
者
を
も

っ
て
平
山
村
の
村
役
に
甚
三
へ
売
り
渡
し

た
牛
代
を
解
決
し
て
く
れ
る
よ
う
申
し
入
れ
た
が
、
甚
三
出
奔
の
た

め
取
り
合

っ
て
く
れ
な
い
た
め
、
長
兵
衛
は
平
山
村
の
牛
を
押
さ
え

取
る
ほ
か
な
い
旨
を
申
し
断

っ
て
引
き
取

っ
た
。

そ
の
後
天
明
七
年
七
月
末
頃
長
兵
衛
は
平
山
村
の
与
蔵
の
牛
を
銭

百
三
十
日
余
で
買
い
取

っ
た
が
、
代
銭
は
払
わ
ず
、
牛
は
前
に
不
払

い
の
ま
ま
だ
っ
た
牛
の
弁
償
と
し
て
大
分
村
の
七
次
に
渡
し
た
。

そ
の
後
寛
政
元
年
四
月
五
日
に
長
兵
衛
の
伯
父
平
山
村
の
源
次
が



長
兵
衛
方

へ
来
て
牛
を
借
り
春
田
起
し
を
し
て
い
た
処
、
平
山
村
の

与
蔵

・
正
市

。
次
吉
が
来
て
、
こ
の
牛
を
差
し
押
さ
え
与
蔵
の
も
と

へ
牽
い
て
い
っ
た
。
代
料
六
百
目
余
も
す
る
牛
な
の
で
難
渋
の
旨
、

平
山
村
の
村
役

へ
申
し
入
れ
た
が
返
さ
れ
ず
、
そ
れ
な
ら
無
理
に
で

も
右
の
牛
を
牽
い
て
こ
よ
う
と
、
長
兵
衛
よ
り
源
次

へ
申
し
合
わ

せ
、
源
次
の
倅
与
二
次
兄
弟
が
牛
を
土
師
村

へ
取
り
返
し
た
。

そ
の
後
四
月
九
日
長
兵
衛
父
子
が
田
の
施
肥
に
行

っ
た
留
守
に
何

者
か
が
来
て
牛
を
牽
き
出
し
た
旨
、
女
房
か
ら
知
ら
せ
て
来
た
の
で

長
兵
衛
は
川
原
田
ま
で
駈
け
付
け
、
平
山
の
与
蔵

・
久
我
次

・
正
市

に
追
い
つ
き
、
長
兵
衛
と
与
蔵

・
正
市
が
乱
闘
、
長
兵
衛
が
組
み
伏

せ
ら
れ
て
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
処
に
倅
の
万
九
郎
が
駈
け
付
け
、
持

参
の
棒
で
与
蔵
を
打
郷
し
、
倒
れ
た
与
蔵
を
正
市
が
抱
き
起
こ
し
て

い
る
う
ち
に
長
兵
衛
父
子
は
牛
を
牽
き
帰

っ
た
が
、
程
な
く
与
蔵
は

気
絶
、
村
役
が
来
て
医
師
を
呼
び
寄
せ
、
薬
用
し
て
暫
く
は
気
分
も

折
り
合

っ
た
様
子
で
あ

っ
た
が
、
翌
朝
死
亡
し
た
。

こ
の

一
件
で
倅
の
万
九
郎

（十
六
歳
）
は

「
子
と
し
て
其
場
を
見

捨
可
罷
在
様
無
之
儀

ハ
勿
論
」
で
あ
る
が
、
「若
輩
之
身
分
思
慮
無

之
」
、
「所
柄
之
勘
弁
も
無
之
、
及
打
榔
」
び
殺
害
し
た
の
は
不
届
至

極
と
し
て
下
手
人
と
さ
れ
、
親
長
兵
衛
は
大
島

へ
遠
島
、
枝
国
の
大

庄
屋
五
平
は
科
銀
二
両
、
土
師
村
庄
屋
大
九
郎
は
科
銀
壱
両
、
同
村

組
頭
中
は
科
銀
壱
両
ず
つ
、
長
兵
衛
組
合
百
姓
九
人
は
科
銀
弐
匁
ず

つ
、
大
分
村
七
平
に
は
科
銀
壱
両
が
課
せ
ら
れ
た
。
こ
と
に
組
合
の

百
姓
九
人
は

「兼
て
牛
馬
肝
煎
役

ハ
触
々
相
立
い
事
に
い
処
、
長
兵

衛
内
々
二
て
牛
馬
取
扱
い
儀
乍
及
見
、
其
儘
二
致
置
い
」
こ
と
、
ま

た
大
分
村
七
平
も

「兼
て
之
掟
を
背
、
内
々
牛
馬
を
買
売

い
た
し

い
」
こ
と
を
き
つ
く
咎
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

郡
奉
行
と
秋
月
郡
奉
行
の
間
で
は
万
九
郎
を
死
罪
で
な
く
、
秋
月

の

「御
趣
意

二
応
し
」
て
下
手
人
に
す
る
こ
と
に
決
ま
り
、
秋
月
家

老
中
か
ら
は
福
岡
本
藩
家
老
中

へ

「此
方
江
御
引
渡
な
ど
ニ
ハ
不
被

及
」
「御
地
御
法
之
通
刑
罰
被
仰
付
い
」
と
通
知
し
て
い
る
。
他
領

と
は
い
え
本
支
藩
間
の
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
が
、
実
際
は

万
九
郎
は
下
手
人
で
は
な
く
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
範
。

２
　
天
明

二
年

（
一
七
八
こ

「
秘
記
町
郡
浦
御
用
帳
」

二
月
十

（２５
）

五
日
の
条

志
摩
郡
今
宿
の
弥
右
衛
門
は
数
年
隠
馬
苦
労
を
し
て
い
た
が
、
各

地
の
牛
馬
売
買
に
携
わ
っ
て
牛
馬
代
の
債
務
を
引
き
負

い
、
そ
の

上
、
他
国
と
の
牛
馬
売
買
は
牛
馬
肝
煎
以
外
は
し
て
な
ら
な
い
と
堅

く
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
筑
後
辺
ま
で
内
々
に
牛
馬
売
買
な

ど
を
取
扱

い
、
さ
ら
に

「牛
馬
代
滞
納

の
時
は
、
郡
内

い
ず
れ
の



村
々
の
牛
馬
で
あ
ろ
う
と
勝
手
に
押
え
取

っ
て
よ
い
」
と
い
う
不
埒

な
証
文
を
入
れ
る
こ
と
は
堅
く
停
止
申
し
付
け
ら
れ
て
い
た
の
に
、

右
の
よ
う
な
証
文
な
ど
も
他
国
他
郡

へ
差
出
し
て
い
た
。

こ
と
に
天
明
元
年

（
一
七
八
こ

十

一
月
五
日
志
摩
郡
元
岡
村
の

百
姓
長
次
郎
が
諸
上
納
銭
を
福
岡

へ
付
け
出
し
に
行

っ
た
帰
り
が
け

藤
崎
口

（別
に
唐
人
町
或
い
は
西
新
町
と
も
見
え
る
）
に
て
、
粕
屋
郡

箱
崎
村
の
者
大
勢
で
長
次
郎
の
馬
を
押
取
り
箱
崎

へ
牽
き
帰

っ
た
の

で
取
調
べ
た
処
、
箱
崎
村
半
二
郎
が
仲
介
し
て
同
村
伝
四
郎
の
馬
を

弥
右
衛
門

へ
売
り
渡
し
た
馬
代
銭

（二
百
八
十
目
）
が
滞

っ
た
た
め
、

元
岡
村
の
馬
を
押
取

っ
た
と
分
か
り
、
馬
は
馬
主
へ
返
さ
せ
、
弥
右

衛
門
を
詮
議
し
た
と
こ
ろ
、
居
郡
、
他
郡
四
ケ
村
に
馬
代
七
百
七
拾

目
が
滞
り
、
掘
立
同
然
の
家
に
住
み
家
財
も
無
く
馬
代
返
済
の
手
段

が
な
い
。
ま
た
相
手
の
四
ケ
所

（表
粕
屋
郡
箱
崎
社
領

・
恰
土
郡
多
久

村

ニ
ホ
像
郡
池
田
村

・
御
笠
郡
立
明
寺
村
）
の
馬
主
共
は
其

の
村
庄

屋
、
組
頭

へ
も
届
け
ず
内
々
の
相
対
売
買
ば
か
り
で
証
文
も
無
い
状

況
で
あ
り
、
牛
馬
売
買
の

「定
」
に
相
違
し
て
不
埒
で
あ
る
。
こ
と

に
弥
右
衛
門
は
日
頃
不
人
品
の
者
に
つ
き
郡
牢
屋
の
上
、
御
城
下
向

寄
並
び
に
居
郡
追
放
に
な
っ
た
。

ま
た
今
宿
の
庄
屋
長
兵
衛
は
科
銀
壱
枚
、
同
宿
組
頭
五
人
に
科
銀

壱
枚
、
箱
崎
村
半
二
郎
は
日
数
五
日
入
篭
之
上
、
科
銀
壱
枚
を
課
せ

ら
れ
た
。
さ
ら
に
四
ケ
村
の
馬
主
の
馬
代
滞
銭
は
計
七
百
七
十
三
匁

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
今
宿
庄
屋

・
組
頭
、
箱
崎
半
二
郎
の
科
銀
と

弥
右
衛
門
家
財
建
家
払
代
三
日
〆
二
百
三
十
四
匁
を
渡
し
て
、
不
足

分
は
馬
主
共
の
損
失
と
申
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
牛
馬
売
買
の
紛
争
か
ら
す
る
牛
馬
の
押
取
り
は
久
留
米
藩

で
も
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
に

「馬
苦
労
二
不
限
、
諸
商
人
隣
国

取
合
国
手
形
差
出
い
義
、
此
段
堅
停
止
之
事
」
と
達
し
、
こ
れ
ま
で

国
手
形
を
受
け
取

っ
て
い
る
者
は
出
銀
は
損
失
、
証
文
は
郡
奉
行

ヘ

差
出
す
こ
と
、
他
領

へ
国
手
形
を
出
し
て
い
る
者
は
郡
奉
行

へ
申
し

出
る
事
、
他
領
の
牛
馬
或
は
荷
物
を
押
取

っ
た
者
か
ら
は
村
役
人

へ

申
届
け
、
押
取
り
の
品
々
は
村
役
人
よ
り
取
り
上
げ
、
先
方

へ
は
預

り
手
形
を
渡
し
、
押
取
り
の
者
共
は
同
類
ま
で
も
罪
科
に
申
し
付
け

る
と
し
て
お
唾
ヽ
民
衆
の
間
で
は
国
手
形
の
慣
行
は
度
々
禁
止
さ
れ

な
が
ら
も
意
識
的
に
は
な
お
根
強
く
残

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

勝
俣
鎮
夫
は
中
世
の
国
質

・
郷
質
に
つ
い
て

「加
害
者
本
人
よ
り

損
害
賠
償
を
取
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
直
接
関
係
の
な
い
同
集
団

の
メ
ム
バ
ー
に
被
害
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
そ
の
集
団
内

部
の
問
題
と
し
、
そ
の
内
部
解
決
に
よ
っ
て
返
還
を
期
待
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
近
世
で
も
農
民
の
意
識
に
は
そ
れ

は
根
強
く
生
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
近
世
大
名
領
国
に
お



い
て
は
大
名
権
力
は
大
庄
屋
、
庄
屋
を
通
し
て
郷
村

の
内
部
ま
で

貧
（の
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
）
支
配
し
、
他
国
、
他
領
か
ら
の
何
ら
か

の

「
力
」
が
入
る
の
を
極
力
排
除
し
た
の
で
あ

っ
て
、
牛
馬
売
買
に

お
い
て
も
藩
が
選
定
し
た
牛
馬
肝
煎
役

。
半
算
人
を
置
き
、
取
引
の

過
程
で
は
庄
屋
に
き
び
し
く
関
ら
わ
せ
て
大
庄
屋
に
報
告
さ
せ
る
な

ど
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
年
ま
で
隠
シ
馬
苦
労
が
お
り
、

そ
れ
に
農
民
が
深
く
関
わ

っ
て
い
た
の
は
、
村
落
内
部
の
諸
事
情
が

あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
他
領
、
他
地
域
の
牛
馬
押
取
り
が

な
さ
れ
た
こ
と
に
は
農
民
の
間

に
な
お
中
世
以
来
の
慣
行
、
意
識
が

根
強
く
生
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
強
力
と
は
い
え
藩

の
郷
村
支
配
の

限
界
を
見
る
思

い
が
す
る
。

（１
）

遠
鞍

Ｑ
渥
賀

・
鞍
手
）
懸
り
　
郡
奉
行

「覚
」
（九
州
大
学
附

属
図
書
館
六
本
松
分
館
檜
垣
文
庫
）。

（２
）

た
と
え
ば
恰
土
郡
井
原
村
三
苫
家
文
書
の
目
録
を
見
た
だ
け
で

も
牛
馬
代
の
た
め
の
借
用
証
文
が
十
二
通
あ
る
。

（３
）

帝
国
競
馬
協
会
編

。
発
行

『日
本
馬
政
史
』
２

九
二
八
）
第

二
巻
五
七
九
―
五
八
二
頁
、
五
八
五
―
五
八
六
頁
、
第
三
巻
六
二

二
―
六
二
五
頁
な
ど
、
な
お
第
四
巻
第
八
章
は
近
代
で
あ
る
が
参

考
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

（４
）

宗
像
市
鐘
埼
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
。

（５
）

福
岡
藩
郡
役
所
記
録

（『福
岡
県
史
資
料
』
第
四
輯
、
三
七
九

～
三
八
〇
頁
）。
こ
の
仕
組
は
延
享
元
年
十
二
月
六
日
に
は
廃
止

さ
れ
て
い
る
。

（６
）

三
苫
家
文
書

（九
州
大
学
附
属
図
書
館
六
本
松
分
館
所
蔵
）。

有
松
家
文
書

（九
大
記
録
資
料
館
所
蔵
）
。
鎌
田
家
文
書

（志
摩

町
）
に
も
あ
り
。
七
隈
史
料
刊
行
会
編

『福
岡
藩
法
令
集
』
（七

隅
史
料
叢
書
［九
〓

九
七
六
）
四
二
～
四
四
頁
参
照
。

（７
）

こ
の

「定
」
に
は
免
札
の
形
を
示
し
て
な
い
が
、
請
状
の
案
文

の
中
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
案
文
よ
り
掲
示
し
た
。

（８
）

「牛
馬
肝
煎
役
請
書
物
」
（前
原
市
志
登
　
中
村
家
文
書
）。
原

文
は

「筑
前
福
岡
藩
史
料
雑
纂
』
（秀
村
編

「地
域
史
資
料
叢
書
』

第
二
輯
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）

一
三
〇

。
一
三

一

頁
を
参
照
。

（９
）

同
右
雑
纂
、　
三
二
一
・
〓
壬

一頁
。
な
お
寛
政
五
年
に

「馬
苦

労
人
数
先
年
被
相
定
置
い
通
ニ
テ
ハ
…
御
馬
買
上
差
支
」
百
姓

一

人
、　
三
立
切
に
申
し
付
け
た

（『福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
　
福

岡
藩
御
用
帳

（二
ご

（福
岡
県
、　
一
九
九
二
年
）
四
七
三
頁
。

（１０
）

吉
田
家
文
書

（筑
前
宗
像
郡
陵
巌
寺
村
）
宗
像
市
松
崎
文
書
館

所
蔵
。
寛
政
五
年
七
月
陵
巌
寺
村
百
姓
の
人
別
連
判
の
提
出
を
求

め
て
い
る
の
で
、
こ
の

「覚
」
の
日
付
五
月
廿
日
は
寛
政
五
年
五

月
廿
日
と
推
定
さ
れ
る
。

（Ｈ
）

秀
村

「天
明
期
福
岡
藩
に
お
け
る
農
政
の
一
史
料
」
翁
久
留
米

大
学
比
較
文
化
年
報
」
第
四
輯
　
一
九
九
五
年
）。
な
お

『福
岡

県
史
　
近
世
史
料
編

・
御
用
帳
』
■

）
（一
こ

に
は
天
明

・
寛
政

期
の
社
会
的
変
動
の
底
流
を
示
す
史
料
を
多
く
見
出
し
得
る
。

（‐２
）

福
岡
県
粕
屋
郡
篠
栗
町
立
歴
史
民
俗
資
料
室
所
蔵
。

こ
の

「定
」
は
郡
奉
行
中
か
ら
郡
奉
行
嶋
井
仁
右
衛
門
、
表
粕
屋

5ア



郡
の
三
大
庄
屋
、
村
々
庄
屋
中
、
組
頭
中
、
百
姓
中
に
宛
て
ら
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
各
郡
に
同
様
に
達
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

（‐３
）

篠
崎
家
文
書

（旧
福
間
町
史
編
纂
室
所
蔵
）。

（‐４
）

「
口
達
控
」
（村
々
牛
馬
破
産
人
中
宛
）
前
原
市
志
登
中
村
家
文

書
。
前
掲

『筑
前
福
岡
藩
史
料
雑
纂
』
に
収
め
て
い
る
。

（‐５
）

黒
瀬
家
文
書

（粕
屋
郡
篠
栗
町
、
現
在
福
岡
県
地
域
史
研
究
所

に
預
り
）。

（‐６
）

前
掲

『筑
前
福
岡
藩
史
料
雑
纂
』

一
三
二
～

一
三
〇
頁
。

（・７
）

た
と
え
ば
前
掲
今
宿
の
弥
右
衛
門
は
各
地
に
馬
代
七
百
七
拾
目

を
滞
ら
せ
、
掘
立
同
然
の
家
に
住
み
家
財
も
な
い
。
ま
た
寛
政
十

二
年
九
月
旅
石
・久
原

上
戸
原
三
触
の
借
財
の
大
半
は
馬
苦
労
の

負
債
で
彼
ら
の
家
屋
敷

。
家
財

。
田
畑
を
村
に
引
上
げ
て
売

っ
た

が
、
な
お
廿
八
貫
目
が
残
っ
た

（寛
政
十
二
年
十
月
牛
馬
御
作
法

書
　
篠
栗
歴
史
民
俗
資
料
室
蔵
）
な
ど
、
彼
等
の
破
産
状
態
の
記

録
は
展
見
出
さ
れ
る
。

（・８
）

「吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
嘉
永
六
年
四
月
二
日
条

公
壬
二
七

頁
）。
こ
の
ほ
か

「
六
郎
儀

（吉
田
家
嗣
子
）、
太
平

。
茂
六
同
道

致
し
田
島

・
深
田

・
田
野
辺
牛
買
二
参
い
処
、
田
野
村

二
居
申
い

間
、
買
取
居
申
い
事
、
夕
右
両
人
え
夕
食
給
ス

（献
立
略
ご

（嘉

永
六
年
二
月
晦
日
条
、
三
二
五
頁
）
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
牛
馬
売

買
の
周
旋
、
世
話
を
頼
み
、
ね
ぎ
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（・９
）

「知
所
」
（九
州
大
学
記
録
資
料
館
法
制
史
料
部
門
所
蔵
）
。

３
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
第
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

（２０
）

秀
村

「筑
前
国
秋
月
藩

『農
長
意
路
端
ヒ

（『福
岡
県
地
域
史

研
究
』
第

一
九
号
、
二
〇
〇

一
年
）
。

（２‐
）

同
右
。

（２２
）

『福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編

福
岡
藩
御
用
帳

（一
一ｙ

五
三

Ｔ

五
三
二
頁
。

（２３
）

同
右

（二
）
二
九
五
～
三
〇
二
頁
。

（２４
）

同
右

（二
）
三
六
五
頁
。

（２５
）

同
右

（
一
）
二
八
三
～
五
頁
。

（２６
）

上
村
双
耳
氏

（久
留
米
市
）
所
蔵
文
書
。

（２７
）

勝
俣
鎮
夫

『戦
国
法
成
立
史
論
』
第
二
章
国
質

。
郷
質
に
つ
い

て
の
考
察

（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
九
年
）
四
七
頁
。

〔付
記
〕

も
と
も
と
牛
馬
の
売
買
、
馬
苦
労
、
半
算
人
に
関
心
を
も

っ

た
の
は
、
年
来
の
下
人
研
究
に
お
け
る
人
身
売
買
で
の

「悔
返
し
」

や
、
隠
れ
た
病
気
な
ど
参
考
に
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ

る
が
、
今
回
は
法
的
規
制
の
列
挙
と
他
地
域
と
の
紛
争
、
牛
馬
の
押

取
り
に
と
ど
ま
っ
た
。

小
稿
を
草
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
板
橋
皓
世

。
上
野
員
子

。
川
島

悦
子

。
河
村
音
矩

・
松
崎
不
二
子

・
横
田
武
子
の
諸
氏
に
種
々
の
御

教
示
を
頂
き
、
史
料
所
蔵
の
各
位
、
各
館
に
は
大
変
御
世
話
に
な

っ

た
。
ま
た
寛
政
十
二
年
の
作
法
書
は
河
村
音
矩
氏
の
解
読
文
、
現
代

語
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
い
ず
れ
も
心
か
ら
感
謝
の
意
を

表
す
る
。
今
回
は
充
分
史
料
を
生
か
し
得
な
か
っ
た
の
で
次
稿
を
期

し
て
い
る
。

（ひ
で
む
ら
ｏ
せ
ん
で
う
　
九
州
大
学
名
誉
教
授
）




